
入  札  公  告 
 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

令和４年１月 31日 

 

支出負担行為担当官 

海上保安庁総務部長 勝山 潔 

 

◎調達機関番号 020  ◎所在地番号 13 

○施第 22003号 

１ 事業概要 

(１) 品目分類番号 41、42 

(２) 事 業 名 海上保安庁鹿児島港給油施設等整備事業 

(３) 事 業 場 所 鹿児島県鹿児島市七ツ島２丁目１―11 

(４) 事 業 内 容 PFI方式による給油施設、回転翼機格納庫・駐機場（離発着場含む） 

船艇用品庫及びこれらに付帯する工作物その他施設の設計、建設及

び維持管理事業 

(５) 事 業 期 間 令和４年 10月１日から令和 26年３月 31日まで 

 

２ 競争に参加する者に必要な資格 

(１) 入札参加者の構成等  

イ 入札参加者は、複数の者で構成されるグループ（以下「入札参加グループ」という。）

とする。 

ロ 入札参加者は、入札参加グループの構成員が本事業の遂行上果たす役割を明らかに

するとともに、入札参加表明書の提出時に構成員及び代表企業名を明記し、必ず代表

企業が入札手続を行うとともに、海上保安庁との対応窓口となること。 

ハ 落札者は、特別目的会社を設立することとし、代表企業及び構成員は、必ず出資を

行う必要がある。その他の者へは、特別目的会社への出資は義務づけていない。 

 

(２) 入札参加者の参加要件 

入札参加グループの構成員のいずれも、以下の要件を満たすこと。 

イ 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。）第 70条及

び第 71条の規定に該当しない者であること。 

ロ PFI法第９条に定めのある、欠格事由に該当しない者であること。 

ハ 本業務に対応した予決令第 72条の資格の認定を受けているものであること。（社会

更生法に基づく更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づ

く再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後、所

定の手続きに基づく再認定を受けていること。） 

二 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基

づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと（ハの再認定を受けた者を除

く。）。 

ホ 第一次審査資料の提出の期限日から開札の日までに、海上保安庁次長又は第十管区

海上保安本部本部長から指名停止措置を受けていない者（支出負担行為担当官が特に

認める者を含む。）であること。 海上保安庁と締結した契約に関し、契約に違反し、

又は入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、ないしは入札等海

上保安庁の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当である

と認められる者でないこと。 

ヘ 海上保安庁が本事業について、アドバイザリー業務を委託する株式会社エイト日本



技術開発、株式会社アール・アイ・エー並びに株式会社エイト日本技術開発が本アド

バイザリー業務において提携関係にある豊原総合法律事務所、又はこれらの者と資本

関係又は人的関係のある者でないこと。 

ト 本事業に係る事業者選定審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本関係

又は人的関係のある者でないこと。 

チ 次の各号のいずれかに該当しない者であること。 

（イ） 法人でない者。 

（ロ） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様

に取り扱われている法人。 

（ハ） 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人。 

① 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われ

ている者。 

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に

取り扱われている者。。 

③ 禁錮以上の刑（これに相当する外国の法令による刑を含む。）に処せられ、そ

の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 5 年を経

過しない者。 

④ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（令和 3年法律第

77号）第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員（同法第 2条第 6

号に規定する暴力団員をいう。）でなくなった日から 5年を経過しない者。 

⑤ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が

①から④までのいずれかに該当するもの 

（ニ） 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者がその事業活

動を支配する法人。 

（ホ） その者の親会社等が（ロ）から（ニ）までのいずれかに該当する法人。 

 

 (３) 設計企業の参加資格要件 

設計に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、設計業務を複数の者が分担して行

う場合にあっては、下表の「分担業務分野」によるものとし、いずれの者においても

①から③の要件を満たすこと。但し、下表の分担業務分野を分割して新たな分野とし

て設定してはならない。 

分担業務分野 業務内容 

建築分野 
平成 21年国土交通省告示第 15号別添一第 1項第一号及び第二号

において示される「設計の種類」における「総合」に係るもの 

構造分野 同上「構造」に係るもの 

電気設備分野 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの 

機械設備分野 
同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇

降機等」に係るもの 

① 令和 3・4年度国土交通省（海上保安庁を希望した者に限る。）一般競争参加資格

審査において、業種区分が「建設コンサルタント」の「Ａ」等級に格付けされてい

る者であること。 

② 建築士法（昭和 25年法律第 202号）第 23条に基づく一級建築士事務所の登録を

行っている者であること。 

③ 次に該当する建築物の設計実績があること。 

航空機格納庫（規模、固定翼機・回転翼機、公共・民間発注を問わない）又は延

床面積 2,000 ㎡以上の特殊建築物（建築基準法別表第一用途（一）、（三）～（五）

に該当すること）の設計実績。 

④ 次に示す業務を実施する管理技術者及び主任担当技術者を配置できること。 

１）管理技術者については、設計業務の技術上の管理及び統括に関する業務。 



２）各分担業務分野の主任担当技術者については、管理技術者の下で各分担業務分

野における担当技術者を総括する業務。 

３）管理技術者は、いずれかの担当業務分野の主任担当技術者を兼任することを認

める。 

⑤ 管理技術者及び主任担当技術者は、設計企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあ

ること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に 3 ヶ月

以上の雇用関係があることをいう。 

１）管理技術者は建築士法第 2 条第 2 項に規定する一級建築士であり、第一次審査 

資料の提出期限の日において建築士法第 22条の 2 に定める期間内に同条に定め

る定期講習を受講していること（ただし、建築士法施行規則第 17条の 37第 1項

1一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。）。 

２）次に示す要件を満たす管理技術者及び各主任担当技術者を配置できること。 

ア 平成１４年４月１日以降に、次のエに示す業務（施設の建設工事の完成、引

渡しが完了したものであって、基本設計及び実施設計（積算の主任担当技術者

は積算業務。）に携わったものに限る。）に携わった実績を有する管理技術者並

びに建築主任担当技術者、構造主任担当技術者、電気設備主任担当技術者、機

械設備主任担当技術者及び積算主任担当技術者であること。 

    また、上記の期間に、産前・産後休業、育児休業及び介護休業（以下「長期休業」

という。）を取得した場合は、休業期間に応じて実績として求める期間（以下「評

価対象期間」という。）を１年単位で延長するための申請を行うことができ、申

請内容に基づいて評価対象期間の延長を行うものである（長期休業期間が１年

に満たない場合であっても、１年として切り上げて期間を延長することができ、

長期休業を複数回取得している場合は、休業の通算日数が１ヶ年を超える毎に

評価対象期間を１年単位で延長することができる。）。なお、産前・産後休業とは

労働基準法第 65 条で規定する休業とし、育児休業及び介護休業とは、育児休

業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律で規定する

休業とし、介護休暇及び子の看護休暇は対象外とする。詳細は資料－２－２「海

上保安庁鹿児島港給油施設等整備事業提出書類の作成要領」の別紙による。 

イ 携わった実績については、次のエのうち、管理技術者並びに建築主任担当技術

者、構造主任担当技術者及び積算主任担当技術者にあってはエＡの、電気設備主

任担当技術者にあってはエＢの、機械設備主任担当技術者にあってはエＣの項目

に該当する実績を有していること。また、海外での実績についても条件を満たし

ていれば実績として認めるものとする。 

ウ 管理技術者及び各主任担当技術者はそれぞれ１名とし、互いに兼務することは

認めない。また、入札参加表明に係る資料提出時点において、管理技術者又は各

主任担当技術者を決定できないことにより複数名の候補者をもって競争参加資格

確認資料を提出することは支障ないが、いずれの候補者についても上記ア及びイ

の要件をみたしていなければならない。 

エ 実績要件 

   Ａ 管理技術者、建築主任担当技術者、構造主任担当技術者又は積算主任担当技術

者 

    ａ 建物用途 航空機格納庫又は特殊建築物（建築基準法別表第一用途（一）、

（三）～（五）に該当すること） 

    ｂ 構  造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 

    ｃ 建物規模 延床面積 2,000㎡以上（航空機格納庫を除く） 

   Ｂ 電気設備主任担当技術者 

    ａ 建物用途 Ａａに同じ 

    ｂ 建物規模 Ａｃに同じ 

    ｃ 工事種目 電灯設備又は動力設備 

   Ｃ 機械設備主任担当技術者 



    ａ 建物用途 Ａａに同じ 

    ｂ 建物規模 Ａｃに同じ 

    ｃ 工事種目 空気調和設備又は給排水設備 

３）管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了までの間、原則とし

て変更を認めない。 

４）建築主任担当技術者の手持ち業務について、本事業契約以降、実施設計完了まで

の期間にわたって同時に携わる予定の設計業務（工事監理業務を除く。未契約であ

っても実施予定のものを含む。）が原則として４件未満であること。 

 

（４）建設企業の参加資格要件 

建設に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、建設業務を複数の者が分担して行

う場合にあっては、①の一般競争参加資格審査の業種区分のそれぞれにおいて下記②

及び③の要件を満たすこと。 

① 1 者の場合は、令和 3・4 年度国土交通省（海上保安庁を希望した者に限る。）一

般競争参加資格審査において業種区分が「建築工事業」、「電気工事業」、「機械器具

設置工事業」の「Ａ」等級に格付けされている者であること。2者以上の場合は、い

ずれかの者が同業種区分の「建築工事業」、「電気工事業」、「機械器具設置工事業」

の「Ａ」等級に格付けされている者であること。 

② 提案内容に対応する建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）の許可業種につき許可 

を有して営業年数が 3年以上ある者であること。 

③ 次に該当する建築物等を施工した実績を有すること。なお、共同企業体の構成員

としての実績は、出資比率 20％以上のものに限る。 

１）準特定屋外タンク貯蔵所又は特定屋外タンク貯蔵所（公共・民間発注を問わない）

の施工実績 

２）航空機格納庫（規模、固定翼機・回転翼機、公共・民間発注を問わない）又は延

床面積 2,000 ㎡以上の特殊建築物（建築基準法別表第一用途（一）、（三）～（五）

に該当すること）の施工実績 

④ 提案内容に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有す 

る主任技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。ただし、事業契約締結

日から工事の始期までの間は、配置予定技術者の配置を要しない。 

⑤ 建設業務を複数の建設企業が分担して行う場合の「担当業務分野」の分類は下表

による。この場合、各建設企業は上記①～②の要件を満たし、いずれかの建設企業

が上記③の実績を有していること。また、担当業務分野ごとに上記④に示す主任担

当技術者を配置できること。監理技術者又は国家資格を有する主任技術者が各担当

業務分野の主任担当技術者を兼任することを可とする。 

担当業務分野 業務内容 

給油施設 給油施設の建設等に係る業務 

回転翼機格納庫、船艇用品庫 回転翼機格納庫、船艇用品庫の建設等に係る業務 

⑥ 次に示す業務を実施する監理技術者及び主任担当技術者を配置できること。 

１）監理技術者又は国家資格を有する主任技術者は、建設業務の技術上の管理及び

統括に関する業務。 

２）分担業務分野の主任担当技術者については、監理技術者の下で各分担業務分野

における担当技術者を総括する業務。 

３）監理技術者は、いずれかの担当業務分野の主任担当技術者を兼任することを認

める。 

⑦ 次に示す要件を満たす監理技術者及び回転翼機格納庫並びに船艇用品庫主任担当

技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、工事契約締結日から工事開始

までの間は配置を要しない。 

なお、第一次審査提出時において、監理技術者又は主任技術者を決定できないこ



とにより、複数名の候補者をもって第一次審査資料を提出することは支障ないが、

いずれの候補者についても次の要件を満たしていなければならない。 

さらに在籍出向者等を配置予定技術者として配置する場合は、「建設業者の経営 

譲渡又は会社分割にかかる主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用県

警の確認の事務取扱について」（平成 13年 5月 30日付け国総建第 155号）、「官公需

適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的

かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について（試行）」（平成 28年 3 月 24日付け国土

建第 483 号）、「親会社及びその連結子会社の間の出向職員に係る主任技術者又は監

理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて（改正）」（平成 28年 5月

31日付け国土建第 119号）又は「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術

者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いについて（改正）」（平成 28年 12月 19日

付け国土建第 358号）において定められた在籍出向の要件に適合していること。 

１）工事種別  建築工事 

ア 配置予定技術者は１級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する

者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおり。 

Ａ．一級建築士の免許を有する者 

Ｂ．建設業法第 15 条第２号イ又はロに掲げる者と同等以上の資格を有するも

のとして国土交通大臣の認定を受けた者 

イ 平成１４年４月１日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとし 

て完成・引渡しが完了した、次のＡ．からＣ．までの要件を全て満たす工事（建

築物の建築一式（躯体、外装、内装の全てを含む新築又は増築（増築にあっては

増築部分とする。））工事）の施工経験を有すること。（共同企業体構成員として

の実績は、出資比率が 20％以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての

実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。）

ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。 

なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは（３）⑤２）アに 

よる。 

Ａ．構  造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 

Ｂ．建物規模 延床面積 2,000㎡以上（航空機格納庫を除く） 

Ｃ．建物用途 航空機格納庫又は特殊建築物（建築基準法別表第一用途（一）、

（三）～（五）に該当すること） 

ウ 配置予定技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証を有し、監理技術

者講習を修了している者であること。 

エ 配置予定技術者は、建設企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、

恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以前に３ヶ月以上の雇用

関係があることをいう。  

２）工事種別 電気設備工事 

ア 配置予定技術者は１級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の 資格を 

有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとお

り。 

Ａ．技術士（電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を電気電

子部門又は建設部門に係わる者に限る。））に合格した者。 

Ｂ．国土交通大臣が１級電気工事施工管理技士と同等以上の能力を有すると認  

定した者。 

イ 平成１４ 年４月１日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとし 

て完成・引渡しが完了した、次のＡ．からＣ．までの要件を全て満たす新設の電

気設備工事（工事種目についてのシステム一式工事（機器、機材、配管配線等の

施工及び試験調整を含む））の施工経験を有すること。（共同企業体構成員として

の実績は、出資比率が 20％以上の場合のもの、乙型共同企業体構成員としての実

績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行った分担工事のものに限る。）。



ただし、記載した同種工事の経験に携わったことが確認できる工事に限る。 

なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは（３）⑤２）アによ 

る。 

Ａ．建物規模 １）イＢ．に同じ 

Ｂ．建物用途 １）イＣ．に同じ 

Ｃ．工事種目 電灯設備又は動力設備 

ウ １）ウに同じ。 

エ １）エに同じ。 

３）工事種別  暖冷房衛生設備工事 

ア 配置予定技術者は１級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有す

る者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおり。 

Ａ．技術士（機械部門（選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とする者に限る。）、

上下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門（選択科目を「流体工学」、

「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。））に合格

した者。並びに「技術士法施行規則の一部を改正する省令（平成 15 年文部科

学省令第 36 号）」による改正前の技術士（機械部門（選択科目を「流体機械」

又は「暖冷房及び冷凍機械」とする者に限る。）、水道部門、衛生工学部門又は

総合技術監理部門（選択科目を「流体機械」、「暖冷房及び冷凍機械」又は水道

部門若しくは衛生工学部門に係る者に限る。））に合格した者。 

Ｂ．国土交通大臣若しくは建設大臣が建設業法第 15 条第２号イに掲げる者と

同等以上の能力を有するものと認定した者。 

イ 平成１４年４月１日以降、第一次審査資料の提出期限の日までに元請けとし 

て完成・引渡しが完了した、次のＡ．からＣ．までの要件を全て満たす新設の暖

冷房衛生設備工事（工事種目についてのシステム一式工事（機器、機材、冷水又

は冷温水配管、ダクト等の施工及び試験調整を含む））の施工経験を有すること。

（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20％以上の場合のもの、乙

型共同企業体構成員としての実績は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を行

った分担工事のものに限る。）。ただし、記載した同種工事の経験に携わったこと

が確認できる工事に限る。 

なお、上記の期間に長期休業を取得していた場合の取扱いは（３）⑤２）アに 

よる。 

Ａ．建物規模 １）イＢ．に同じ 

Ｂ．建物用途 １）イＣ．に同じ 

Ｃ．工事種目 空気調和設備又は給排水設備 

ウ １）ウに同じ。 

エ １）エに同じ。 

 

（５）工事監理企業の参加資格要件 

工事監理に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、工事監理業務を複数の者が

分担して行う場合にあっては、いずれの者においても下記①から③の要件を満たす

こと。 

① 令和 3・4 年度国土交通省（海上保安庁を希望した者に限る。）一般競争参加資

格審査において、業種区分が「建設コンサルタント」の「Ａ」等級に格付けされ

ている者であること。 

② 建築士法第 23条に基づく一級建築士事務所の登録を行っている者であること。 

③ 次に該当する建物の工事監理実績があること。 

航空機格納庫（規模、固定翼機・回転翼機、公共・民間発注を問わない）又は延

床面積 2,000 ㎡以上の特殊建築物（建築基準法別表第一用途（一）、（三）～（五）

に該当すること）の工事監理実績 

④ 工事監理業務を複数の工事監理企業が分担して行う場合、下表の「分担業務分



野」によるものとする。ただし、下表の分担業務分野を分割して新たな分野とし

て設定してはならない。 

分担業務分野 業務内容 

建築分野 
平成 21 年国土交通省告示第 15 号別添一第 1 項第一号及び第二号

において示される「設計の種類」における「総合」に係るもの 

構造分野 同上「構造」に係るもの 

電気設備分野 同上「設備」のうち、「電気設備」に係るもの 

機械設備分野 
同上「設備」のうち、「給排水衛生設備」、「空調換気設備」及び「昇

降機等」に係るもの 

⑤ 次に示す業務を実施する工事監理者及び各監理主任技術者を配置できること

１）工事監理者については、工事監理業務の技術上の管理及び統括に関する業務。 

２）各分担業務分野の監理主任技術者については、工事監理者の下で各分担業務

分野における担当技術者を総括する業務。 

３）工事監理者は、いずれかの担当業務分野の監理主任技術者を兼任すること

を認める。 

⑥ 工事監理者及び各監理主任技術者は、工事監理企業と直接的かつ恒常的な雇用

関係にあること。なお、恒常的な雇用関係とは第一次審査資料の提出期限の日以

前に 3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 

 工事監理者は建築士法第 2 条第 2 項に規定する一級建築士であり、第一次審査

資料の提出期限の日において建築士法第 22 条の 2 に定める期間内に同条に定め

る定期講習を受講していること（ただし、建築士法施行規則第 17 条の 37 第 1 項

1一級建築士定期講習の項イに該当する場合を除く。）。 

⑦ 工事監理者及び各監理主任技術者は、次に示す要件を満たす者を配置できるこ

と。ただし、工事監理者は上記（３）④の設計企業で配置する管理技術者との兼

務は認めない。 

１）平成 24 年 4 月 1 日以降の業務実績を有する者であること。なお、それぞれ本 

業務において担当する各分担業務分野での業務に限る。 

２）平成 24 年 4月 1 日以降の業務実績とは、平成 24 年 4月 1 日以降に業務の契約

履行が完了した次の４）に示す（第一次審査資料の提出期限の日現在）の実績

をいう。（施設の完成及び引渡しが完了したものであって新築又は増築の工事監

理業務の実績に限る。）なお、海外の実績及び協力事務所として携わった実績に

ついても条件を満たしていれば実績として記載できる。 

３）携わった実績については、次の４）のうち、工事監理者並びに総合監理主任技

術者及び構造監理主任技術者にあっては（ア）の、電気設備監理主任技術者に

あっては（イ）の、機械設備監理主任技術者にあっては（ウ）の項目に該当す

る実績を有していること。 

４）実績要件 

（ア）工事監理者、総合監理主任技術者又は構造監理主任技術者 

     次の(a)から(c)までのすべてを満たす工事監理業務。なお、総合監理主任技術

者については、躯体、外装及び内装を含む業務実績を有する者であること。 

     (a)構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 

     (b)規模 延床面積 2,000㎡以上（航空機格納庫を除く） 

     (c)用途 航空機格納庫又は特殊建築物（建築基準法別表第一用途（一）、（三）

～（五）に該当すること） 

（イ）電気設備監理主任技術者 

     次の(a)から(c)までのすべてを満たす工事監理業務 

     (a)規模 （ア）(b)に同じ 

     (b)用途 （ア）(c)に同じ 

     (c)工事種目 電灯設備及び火災報知設備を含むもの 



（ウ）機械設備監理主任技術者 

     次の(a)から(c)までのすべてを満たす工事監理業務 

     (a)規模 （ア）(b)に同じ 

     (b)用途 （ア）(c)に同じ 

     (c)工事種目 空気調和設備及び給排水設備を含むもの 

 

（６）回転翼機格納庫・船艇用品庫の維持管理・運営企業の参加資格要件 

回転翼機格納庫・船艇用品庫の維持管理・運営に当たる者は次の要件を満たすこと。

なお、回転翼機格納庫・船艇用品庫の維持管理・運営業務を複数の者が分担して行

う場合にあっては、いずれの者においても下記①～③の要件を満たすこと。 

①  令和元・２・３（平成 31・32・33年度）国土交通省一般競争参加資格（全省

庁統一資格）審査におい て、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が

「関東・甲信越」又は「九州・沖縄」、営業品目が「建物管理等各種保守管理」

の「Ａ」又は「Ｂ」等級に格付けされている者であること。 

② 維持管理・運営業務を実施するにあたって必要な資格（許可、登録、認定等）

を有すること。 

③ 平成 24 年 1 月以降において、次に該当する建物等の維持管理の実績があるこ

と。 

航空機格納庫（規模、固定翼機・回転翼機、公共・民間発注を問わない）又は延

床面積 2,000 ㎡以上の特殊建築物（建築基準法別表第一用途（一）、（三）～（五）

に該当すること）の維持管理実績 

 

（７）給油施設の運営企業の参加資格要件 

給油施設の運営に当たる者は次の要件を満たすこと。なお、給油施設の運営業務

を複数の者が分担して行う場合にあっては、いずれの者においても下記①～③の要

件を満たすこと。 

①  令和元・２・３（平成 31・32・33年度）国土交通省一般競争参加資格（全省

庁統一資格）審査におい て、資格の種類が「役務の提供等」、競争参加地域が

「関東・甲信越」又は「九州・沖縄」、営業品目が「建物管理等各種保守管理」

の「Ａ」又は「Ｂ」等級に格付けされている者であること。 

② 給油施設に係る運営業務を実施するにあたって必要な資格（許可、登録、認定

等）を有すること。 

③ 平成 24年 1月以降において、次に該当する維持管理・運営の実績があること。 

準特定屋外タンク貯蔵所又は特定屋外タンク貯蔵所（公共・民間発注を問わな

い）の維持管理・運営実績 

 

３ 入札手続等 

（１）担当部局 

〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－３ 海上保安庁総務部政務課予算執行

管理室第二契約係 南 雅喜 電話 03-3591-6361  内線 2830 

（２）入札説明書等の交付方法 

要求水準書等（入札説明書を含む）は、当庁のホームページの「調達情報」の「入

札・落札等の状況」から、ダウンロードすること。 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/seifutyoutatu.html/ 

   なお、仕様書の詳細については以下へ問い合わせること。 

   〒100-8918 東京都千代田区霞が関２－１－３ 海上保安庁装備技術部施設補給課

専門官 大坪 崇志 電話 03-3591-6361 内線 4204 

（３）紙入札による競争参加のために必要な証明書等の提出期限 

及び提出場所 

イ 期限  令和４年３月１５日（火）12時 00分 

http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/tyoutatu/seifutyoutatu.html/


ロ 場所  上記３(１)に同じ 

（４）要件提案書の提出期限、提出場所及び提出場所 

イ 期限  令和４年６月 10日（金）12時 00分 

ロ 場所  上記３（１）に同じ 

   ただし、郵送の場合は、配達記録が残るものに限る。 

（５）入札書等の提出期限及び提出場所 

イ 期限  令和４年６月 10日（金）12時 00分 

ロ 場所  上記３(１)に同じ 

（６）開札の日時及び場所 

イ 日時   令和４年６月 13日（月）14時 00分 

ロ 場所   東京都千代田区霞が関２－１－３ 海上保安庁入札室 

 

４ その他 

（１）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（２）入札参加者は、本入札説明書を熟読し、かつ、遵守すること。 

（３）入札をした者は、入札後、本入札説明書についての不明を理由として異議を申し立

てることはできない。 

（４）申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指

名停止措置を行うことがある。 

（５）本入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。

また、本入札説明書を発注者の了解なく公表、使用してはならない。 

（６）事業提案については、その後の他の事業において、その内容が一般的に適用される

状態になった場合には、無償で使用できるものとする。ただし、事業者の権利、競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれのある提案についてはこの限りでない。 

（７）事業提案を認めることにより、事業者の責任が軽減されるものではない。 

（８）事業提案が履行できなかった場合で、再度施工が困難あるいは合理的でない場合は、

契約金額の減額、損害賠償等を行う。 

（９）この一般競争を行う場合において了知し遵守すべき事項は、入札心得による。なお、

本入札説明書と入札心得の記載内容に矛盾又は相違がある場合には、本入札説明書を

優先して適用する。 

（10）詳細は入札説明書等による。 

（11）本案件は、当該事業予算の令和４年度予算成立をもって契約締結とする。 

 

５ Summary 

（１）Official in charge of disbursement of the procuring entity: Kiyoshi Katsuyama, 

Director General, Administration Department.  

（２）Classification of the services to be procured: 41, 42  

（３）Subject matter of the contract: PFI-based design, construction and operation 

of the Government official facilities （Japan Coast Guard Kagoshima Port 

Refueling Facility Maintenance Work)  

（４）Time-limit for the submission of application forms and relevant documents 

for the qualification:12P.M. 15 March 2022  

（５）Time-limit for the submission of tenders: 12P.M. 10 June 2022  

（６）Contact point for tender notice: Masayoshi Minami,2nd Contaract 

Section, Contract and Accounts Office, Administration Department, Japan 

Coast Guard, 2-1-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8976 japan, TEL:03-

3591-6361 ext.2830 

（７）Languages for making inquiries: Japanese  


